
物置やカーポートなどの建築確認申請について 

 
建物を建築する場合は、着工する前に建築基準法に基づく建築確認申請が必要

になります。物置やカーポートなどについても同様です。ただし、地域と規模

によっては申請手続きを省略してもよいことになっています。 

詳しくは、下の図をご覧ください。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 準防火地域外であって、かつ、増築部分の床面積が 10㎡以内の場合は、 
確認申請は必要ありません。ただし、10㎡以内であっても、新築の場合は 
どの地域であっても必要です。 

 
■ 都市計画区域外では、上の図の流れは適用されません。 
 
■ 確認申請が不要であっても、建築基準法に適合する必要があります。 
 
■ 確認申請の必要の有無、準防火地域内外等の確認については、次の問合せ 

または建築士等にご相談ください。正しい手続きを行い、法令違反が生じ 
ないようにご注意ください。 

 
 

問合せ まちづくり計画課 建築係 ☎21-2124         

 

※新築とは…建築物のない敷地（さら地）に建築物を造ること。 
 
※増築とは…既に建築物の建っている敷地に、別の建築物を造ること。  

または既に建っている建築物の床面積を増加させること。  
 

 

都市計画区域内における確認申請手続きの流れ 
 

増築部分の床面積

が 10 ㎡以内か？ 

 

準防火地域 

確認申請 必要 

確認申請 不要 

新築 or 増築 新築 

増築 NO 

 

YES 

NO YES 


